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Ⅰ 接種順位の考え方



医療従事者等への接種

高齢者への
クーポン配布

高齢者への接種

基礎疾患を有する者
（高齢者以外）への接種

上記以外の者に対し、ワクチン
の供給量等を踏まえ順次接種

高齢者施設等の従事者への接種

※ 供給量等を踏まえ、各グループ内でも年齢等により、更に順位が細分化されることがある。

 これまでの議論を踏まえると、接種順位、対象者の範囲・規模について、現時点では以下のように想定される。

接種順位の上位に位置づける者
の規模の推計（万人）

医療従事者等

約４００

高齢者

約３６００

基礎疾患を有する者

約８２０

高齢者施設等の従事者

約２００

60～64歳

約７５０

合計

約５７７０万人

60～64歳の者

高齢者以外へ
のクーポン配
布

I 接種順位の考え方（案）
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Ⅱ 具体的な範囲



医療従事者等の範囲について（案）

（１）医療従事者等に早期に接種する理由として、以下の点が重要であることを踏まえ、具体的な範囲を定める。

・ 業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者や多くの疑い患者と頻繁に接する業務を行うことから、新型コロナウイ

ルスへの曝露の機会が極めて多いこと

・ 従事する者の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であること

※ なお、ワクチンの基本的な性能として発症予防・重症化予防が想定され、感染予防の効果を期待するものではないことから、患者への感染予防を目的として医療従事

者等に接種するものではないことに留意（医療従事者等は、個人のリスク軽減に加え、医療提供体制の確保の観点から接種が望まれるものの、最終的には接種は個人の

判断であり、業務従事への条件とはならない）

（２） 医療従事者等の範囲は以下とする。

○ 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接する機会のある医師

その他の職員

※ 診療科、職種は限定しない。

※ 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、医療機関の判断により対象とできる。

※ 疑い患者には、新型コロナウイルス感染症患者であることを積極的に疑う場合だけでなく、発熱・呼吸器症状などを有し新型コロナウイルス感

染症患者かどうか分からない患者を含む。

○ 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員（登録販売者を含む。）

※ 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事するとともに、主に患者への応対を行う者に限る。

○ 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員

○ 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者

以下が含まれる。 ・ 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等

・ 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者

・ 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者

第18回新型コロナウイルス感染症対
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高齢者の範囲について（案）

 これまでの議論や海外における対応を踏まえ、高齢者については、65歳以上（※）の者とすることとしてはどうか。

 新型コロナウイルス感染症の重症化・死亡のリスク因子として年齢が特に大きく影響していることを踏まえ、ワクチンの供
給量によっては、60歳から64歳まで（※）の者について、基礎疾患を有する者と同じ時期に接種を行うことも考えられるの
ではないか。

検討事項

（参考）対象者の規模の推計
約３６００万人 （総務省人口推計）

※ 自治体の接種券の準備などの実務を考えると、一定の基準日に当該年齢に達した人を対象とする必要があるが、このことについては、令和３年
度中に当該年齢に達する人を対象とすることが考えられる。
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１． 以下の病気や状態の方で、通院／入院している方
1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病（ただし、脂肪肝や慢性肝炎を除く。）
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）
7. 免疫の機能が低下する病気（治療中の悪性腫瘍を含む。）
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10.神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）
11.染色体異常
12.重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）
13.睡眠時無呼吸症候群

２． 基準（BMI 30以上）を満たす肥満の方
＊BMI30の目安：身長170cmで体重約87kg、身長160cmで体重約77kg。

○ 慢性の病気や状態で通院／入院している方（※）
○ 中等度以上（BMI 30以上）の肥満のある方

 基礎疾患を有することは被接種者が予診票に記入することで申し出ることを想定していることから、基礎疾患を有する者の範囲
は、医療従事者でない方にとっても分かりやすいものである必要がある。

 これまでの議論や学会からの意見を踏まえ、現時点における基礎疾患を有する者の範囲は以下の通りとしてはどうか。

（参考）対象者の規模の推計
入院：数十万人（平成29年患者調査）

外来：540万人（令和元年国民生活基礎調査）

肥満（BMI30以上）：260万人（内閣府）

⇒ 合計約８２０万人

＊ 年齢は20-64歳とした。

（参考）対象者の規模の推計
入院：数十万人（平成29年患者調査）
外来：1290万人（令和元年国民生活基礎調査）

肥満（BMI30以上）：260万人

⇒ 合計約１６００万人

＊ 年齢は20-64歳とした。

参考（基礎疾患の範囲を限定せず、単に慢性の病気や疾患とした場合）

※ 関節症、骨粗鬆症、前立腺肥大症、眼科・耳鼻科の疾患などが含まれてくる。

高齢者以外で基礎疾患を有する方について（案）
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高齢者施設等の従事者の接種順位について

（１）高齢者及び基礎疾患を有する者や障害を有する者が集団で居住する施設等で従事する者

（以下「高齢者施設等の従事者」という。）の接種順位については、以下の理由から（２）

の従事者を、高齢者に次ぐ接種順位と位置付ける。

→ 業務の特性として、仮に施設で新型コロナウイルス感染症患者が発生した後にも高

齢の患者や濃厚接触者へのサービスを継続するとともに、クラスターを抑止する対応

を行う必要があること

（２）高齢者施設等の従事者の範囲は以下とする。

○高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系介護サービス、高

齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等）において、利用者に直接接する職員

※サービスの種類、職種は限定しない。

高齢者施設等の従事者の範囲について（案）
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高齢者施設等の従事者の接種順位について（続き）

（３）対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住するもの

が含まれる。

○ 生活保護法による保護施設

• 救護施設

• 更生施設

• 宿所提供施設

○ 障害者総合支援法による障害者支援施設等

• 障害者支援施設

• 共同生活援助事業所

• 重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る）

• 福祉ホーム

○ その他の社会福祉法等による施設

• 社会福祉住居施設（日常生活支援住居施設を含む）

• 生活困窮者・ホームレス自立支援センター

• 生活困窮者一時宿泊施設

• 原子爆弾被爆者養護ホーム

• 生活支援ハウス

• 婦人保護施設

• 矯正施設（※患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る）

• 更生保護施設

○ 介護保険施設

• 介護老人福祉施設

• 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

• 介護老人保健施設

• 介護療養型医療施設

• 介護医療院

○ 居住系介護サービス

• 特定施設入居者生活介護

• 地域密着型特定施設入居者生活介護

• 認知症対応型共同生活介護

○ 老人福祉法による老人福祉施設

• 養護老人ホーム（一般）（盲）

• 軽費老人ホーム Ａ型、Ｂ型、（ケアハウス）

• 都市型軽費老人ホーム

• 有料老人ホーム

○ 高齢者住まい法による住宅

• サービス付き高齢者向け住宅

高齢者施設等の従事者の範囲について（案）
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